
オンライン方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催： 運営：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

➡

自治体職員向け

◍

講師：

令和５年度 香川県労働者協同組合法普及啓発事業 

この法律は「協同労働」という働き方を基本原理とする新しい協同組合制度を創設する

協同労働を活用して地域の課題解決に取り組んでいる先進自治体の事例を紹介します。

今後、地域の多様な需要に応じた事業の推進を図るうえで、大いに参考となるセミナー
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労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定

めた法律です。労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見

を反映して、自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域の

みんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうと

労働者協同組合により、介護、子育て、地域づくり関連など幅広い事業が

行われることが考えられ、多様な事業分野で、新しい働き方を実現すること
出 資 

組合員 

労 働 

労働者協同組合法とは 

員となり、それぞれの意見を反映させな

がら主体的に運営し、地域の多様な需要

に応じながら、持続可能な地域社会づく

「出資」「労働」「意見反映」を三位一体

協同労働とは 

事業分野は基本的に自由に行うことができます（労働

者派遣事業はできません）。具体的には、現在「協同労

働」に取り組む団体では、高齢者介護事業、保育・学童

要に応じて事業を行っており、同様の事業が行われるこ

主な事業分野 

農 業 

子育て 高齢者 
 

施設運営 

就労支援 

ビルメン 林 業 

食 

お申込み 

令和 6 年 2 月 9 日（金） 

オンライン参加方法 

 

労 働 出 資 意見反映 

◍ よい仕事の追求 
◍ 一人ひとりの能力 
◍ 個性発揮 
◍ 働く機会の創出 

➥主体性の発揮 
 

◍ 出資をすることで 
◍ 経営への責任感を 
◍ 一人ひとりがもつ 
 

➥“わたしのお金”から

“みんなのお金”へ 
  

◍ 徹底した話し合い 
◍  どんな事業計画を
◍ たてるか 
◍ 給料は？経費は？ 

➥方針はみんなで 

〈個人情報保護について〉お申込みいただいた個人情報は、適正に管

また、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意がない限り第三者

 

 

◍

gw0140@pref.kagawa.lg.jp

◍

◍

◍

先までご連絡ください。

お問合せ 
香川県商工労働部労働政策課 

TEL：087-832-3368（担当：中西） 

 

http://#

